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団長（毛利衛）

副団長（古川聡／山崎直子）

本部長（松本零士）

副本部長（的川泰宣）

相談役 （清水眞金）（斎藤紀男）（稲田伊彦）

本部

地方本部

支部

事務局
（事務局長 岩本裕之）

業務推進グループ

理事

顧問

監事

分団（団員）

鹿児島（1地方本部）

さいたま、金沢、福井、名古屋
愛媛、鹿児島、種子島（7支部）

全国130分団

約2,600名団員・約800名指導者

教育事業グループ

評議員会 【寄付行為より抜粋】

（事業）
第４条 本財団は、前条の目的を達成するために、次

の事業を行う。
（１） 青少年に対する宇宙及び科学に関する知識の

普及啓発の促進
（２） (1) に必要な需品の調製及び供給
（３） (1) に必要な施設の設置及び運営
（４） 宇宙及び科学に関する青少年の連携及び国際

交流の促進
（５） 宇宙及び科学に関する教育用機器及び施設の

開発並びに普及に関する収益事業
（６） その他本財団の目的を達成するために必要な

事業

（本部の設置）
第５条 本財団に活動の推進を図るため、日本宇
宙少年団本部（以下「本部」という。）を置く。

（本部の役員等）
第６条 本部に名誉団長、団長、本部長、及びその
他活動に必要な役員を置くことができる。

２．本部役員は、理事会において選任する。

（本部の運営）
第７条 本部は、活動に関する事業計画及び予算
原案、その他重要な事項案に関 しては理事会
に提案するものとする。

２．本部の庶務は、事務局が行う。

運営委員会

子ども部会

指導者育成部会

教材開発部会

おとな部会

委員長
（麻生茂）

理事長
（松本晟）

財団法人

専務理事
（飯田千里）

１．平成２２年度に向けた体制について



3

２．JAXA × YAC × KU-MAによる宇宙教育の推進

宇宙教育
の理念

協力協定
２００８.３．２８締結

協力協定※

２００９.１０．２１締結

※協力の内容
YAC及びKU-MAは、宇宙教育活動を実

施するにあたり、相互に有する宇宙教
育のネットワーク及びノウハウを最大
限活かせるよう、双方協議の上、以下
の活動に関し協力を実施する。

①宇宙教育の指導者及びボランティアの

育成に関わること。
②宇宙教育教材の開発・普及に関わること。
③YACが実施する本部・分団活動等及び

KU-MAが実施する「宇宙の学校」等

それぞれが実施する宇宙教育活動
に

関すること。
④その他本協定の目的を達成するために

YACとKU-MAが必要と認めること。
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３．分団活動への助成金について

１．今年度はＹＡＣ本部の財政状態から、例年通りの助成金額を確保することが困難
であり、ＹＡＣ本部では、ＪＡＸＡ宇宙教育センターに ＹＡＣ本部の助成金制度に変わる、

分団でも利用できるＪＡＸＡの支援制度についてお願いした。
この支援制度について、 ＹＡＣ本部の助成金助成金に変わる実践活動支援制度を

つくり、各分団においても、このＳＥＬ実践活動支援制度を活用し、 今年度の分団運営
費を確保をお願いした。

２．昨年からのＳＥＬ実践活動支援制度の大きな変化として、応募者を個人のみとして
いたものを 連名応募を可能として、最大の支援金額が２０万円となった。

３．平成22年度も、同様の制度で、ＪＡＸＡで実践活動支援制度を発表する予定。

４．ＳＥＬ実践活動支援制度の活用にあたっては、 宇宙教育指導者セミナーの修了が
必要となるため、 修了されているリーダーがいらっしゃらない分団においては、 宇宙
教育指導者セミナーを受講いただくか、 ＤＶＤや、インターネットでのセミナーを受講い
ただきたい。

５．ＹＡＣ本部では各分団のＳＥＬ実践活動支援制度の申請について、審査の前にご提
出いただいた応募用紙を確認する等、 今後もお手伝いをさせていただきたい。
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４．分団活動への保険の付保について

＜現状＞
本部では、分団活動中の事故等に備えて、保険に加入している。以前は保険の対

象を団員及び指導員に限定していたが、分団からの要望を受け、平成21年度より、

団員ではない参加者（団員の保護者、団員ではない参加者）も保険の対象とすること
とした。

＜課題＞
今年度の分団活動参加者数は、これまでのところ１６，６５７名であり、内９，９１５名

が団員以外の参加者であった。（次頁参照）
保険の掛け金は、団員の年会費等を財源に付保を行っており、実質、団員が非団

員の保険も大きく負担することとなった。

＜平成22年1月以降の対応＞

保険付保の適正化のため、今後、団員以外の参加者の保険の掛け金については、
別途、徴収することとしたい。

＜徴収方法＞
団員以外の参加者については、活動の都度、ひとり20円の掛け金を集めていただ

き、分団長会議の際に前年の1月から12月分の掛け金をお持ちいただく。
掛け金の金額は、20円×団員以外の参加者数（本部に報告のあった人数）とする。
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日帰り活動　月別内訳（宿泊活動は内訳に含まず）

分団員 その他 分団員 その他 分団員 その他 分団員 その他 分団員 その他 分団員 その他 分団員 その他

活動人数 754 492 816 1,419 1,038 661 1,265 3,214 488 723 551 474 4,912 6,983

合計

分団員 その他 分団員 その他 分団員 その他 分団員 その他 分団員 その他 分団員 その他 分団員 その他

活動人数 656 1,597 600 880 509 414 65 41 0 0 0 0 1,830 2,932

合計

分団員 その他 分団員 その他

483 177 6,742 9,915

分団員 その他

7,225 10,092

0

4月

2月
下期

10月

1,025

7月
上期

106

1月

1,246

5月

2,235

6月

1,699

2009年度（平成21年度）　日本宇宙少年団　分団活動参加人数

2,253

11月

1,480

12月

923

4,479

8月

1,211

9月

日帰り活動合計

16,657660

宿泊活動合計

0

3月

17,317

上期計

11,895

下期計

4,762

16,657

2009年度総計
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５．YACホームページについて

YAC新ホームページについては、平成18年10月より運用を開始しているが、

引き続き、各分団には、活動計画・活動報告等の入力をお願いしたい。

１．毎月の分団活動計画・報告

２．マイページでの
プロフィールのアップデート

※HPの改修は、３月に予定


